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令和８年度 社会福祉法人狭山市社会福祉協議会 

事   業   計   画   書  

 

基本方針 

狭山市では人口の約３人に１人が６５歳以上の高齢者となり、国の示す 2030

年問題よりも早く社会構造やライフスタイルの変化が急速に進んでいます。    

そのため、家族や地域住民同士のつながりも従来より希薄化しています。認知

症や障がい、貧困等を背景に地域住民の孤独化・孤立化が進み、多様化・複雑

化された地域生活課題が溢れる現在、高齢者福祉、障害福祉、児童福祉、生活

困窮者支援などの制度・分野の枠や、「支える側」、「支えられる側」という従来

の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人一人が生きがいや役割を

持ち、助け合いながら暮らせる包摂的な社会の実現が必要とされています。 

本会は、この度、令和８年度からの５年間を期間とする第５期狭山市地域  

福祉活動計画を策定しました。第５期計画のスローガンである「地域って楽し

い！みんなでつくる狭山の未来」を合言葉に、前述の課題解決に取り組むべく   

この活動計画に定めた３つの重点項目を中心に事業を進めます。 

また、令和８年度からの５年間を期間とする第２期中期経営計画を新たに 

策定しました。「地域をつなぎ ともに地域を変える 狭山市社協」という行動

指針のもと、引き続き地域福祉を推進するための基盤となる本会の運営方針や

取り組み内容を整理し、充実に努めてまいります。 

 地域共生社会の更なる推進や「幸齢社会」の実現、「孤独・孤立」対策、社会

福祉協議会基本要項 2025等を意識しながら、誰もが社会から孤立せず、いきい

きと安心してその人らしく暮らせる「ともに生きる豊かな地域社会」の実現を

目指し、次の事業を重点事業として掲げ、本会の運営を行います。 

 

【重点事業（一部新規を含む）】 

（重   点）１．地域課題の解決力強化（重層的支援体制整備事業）の推

進 

（重   点）２．生活支援体制整備事業の推進 

（重   点）３．コミュニティ・ソーシャル・ワーカー（ＣＳＷ）の取組

強化 

（新   規）４．狭山市地域福祉活動計画の推進 

（新   規）５．狭山市社会福祉協議会中期経営計画の推進 

（重   点）６．社協活動の理解の促進及び機能強化  
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【重点事業】 

 １．地域課題の解決力強化（重層的支援体制整備事業）の推進 

事 業 実施時期 活動指標 事 業 内 容 

住民福祉活動の拠点支

援の強化  

通年 家賃補助

等 3か所 

住民主体の地域福祉活動の

常設拠点への家賃、活動費等

の助成を行います。また、常

設拠点と連携を図りながら、

居場所や役割づくり、体験の

場への参加促進を推進しま

す。 

引きこもり者への居場

所支援  

通年 毎週 

1回 

引きこもりがちな方への居

場所と役割創出支援を推進し

ます。 

コミュニティ・ソーシ

ャル・ワーカー（ＣＳ

Ｗ）の配置 

  ※「重点事業３」に別途掲載 

 

２．生活支援体制整備事業の推進（市委託事業） 

事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

第２層協議体の運営及

び更なる推進のための

支援 

  

通年 

 

第 2層

活動 

10か所 

 

各第２層協議体の活動を振

り返りながら、地域課題に沿

っているか、新たなニーズや

社会資源、強みの確認をしな

がら協議できているかモニタ

リングを行い、支え合いの地

域づくりを推進します。 

また、第２層協議体が立ち

上がらない地域に関しては、

第１層協議体で協議と立ち上

げ支援を継続します。 

小地域福祉活動の人材

育成  

 

 

 

通年 担い手

養成研

修開催 

フォー

ラム 

年 1回 

地域のニーズに合った人材

養成講座や市民フォーラム、

講演会を開催し、生活支援の

担い手とリーダーを養成しま

す。 
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第１層協議体の運営 

 

 通年 協 議 体

開催 

年 6回 

意 見 交

換会 

年 1回 

第１層協議体の運営を行

い、支え合いを生み出す仕組

みを整備します。 

第２層協議体の全地域立ち

上げのための支援を行いま

す。併せて、第２層協議体代

表者との意見交換会を開催

し、地域生活課題を検討する

仕組みづくりを進めます。 

第２層協議体代表者会

議の開催 

通年 年 1回 第２層協議体同士のつなが

りをつくり、運営上の課題解

決等を図るため、代表者によ

る会議を開催します。 

小地域福祉に係る社会

資源の把握・公開と開

発 

 

 通年 デ ー タ

ベ ー ス

の公開 

 

社 会 資

源 一 覧

の 発 行  

年 1回 

常に市内の社会資源の把握

を行い「地域資源管理サービ

スサイト」（データベース）を

活用した「狭山市地域資源情

報サイト さやナビ」を本会

ホームページ上にて展開し、

社会資源の共有を図ります。

また、「社会資源一覧」(紙媒

体)を発行します。 

生活支援コーディネーター

の日頃からの活動により、住

民の身近な社会資源の発掘に

努めます。 

高校生 YUME プロジ

ェクト協働事業 

 

通年  これまでの高校生 YUME

プロジェクトの活動を強化す

るため、若者支援をしている

団体との協働事業として、高

校生を中心とした若者が地域

活動をする仕組みづくりを進

めます。 

ボランティアによる移

動支援  

通年 120回 移送ボランティアによる地

域拠点（生活支援体制整備事

業による拠点等）や買い物な

どの外出支援のために本会車



- 4 - 

 

両を活用した福祉運行を行い

ます。 

生活支援コーディネー

ターニュースの発行 

  

 通年 年 2回 狭山市の生活支援体制整備

及び地域資源についての情報

を発信します。 

地域福祉活動 café の開

催 

通年 年 4回  地域福祉活動の見える化を

行い、地域の社会資源への理

解を深めるきっかけをつくり

ます。また、発表する地域福

祉活動団体と参加者との交流

を通じて、地域福祉活動団体

の新たなつながりを促しま

す。 

 

３．コミュニティ・ソーシャル・ワーカー（ＣＳＷ）の取り組み強化 

事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

コミュニティ・ソーシ

ャル・ワーカー（ＣＳ

Ｗ）の取組強化  

通年  個別の相談支援を行いなが

ら、地域の生活課題の発見や

その解決に向けてＣＳＷの取

り組みを強化します。（支部社

協担当職員による兼務。）生活

支援体制整備事業の生活支援

コーディネーターや生活困窮

者自立支援事業の自立支援相

談員、行政、専門職、地域住

民等と連携を図り、個別支援

や地域支援にあたっていきま

す。 

また、新たに相談支援シス

テムを導入し、相談状況の分

析等をしていきます。 

出張相談会の開催  通年 月 1回

～ 

老人福祉センターや生活支

援体制整備事業の第２層協議

体の活動拠点において、定期

的にＣＳＷによる出張相談会

を開催します。 

部門間連携会議の設置 通年 随時 本会内の連携によりＣＳＷ
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 としてのスキルアップを図る

ため、情報共有やケース検討

を中心とした部門間連携会議

を設置し、課題解決力の向上

を図ります。 

埼玉県孤独・孤立対策

官民連携プラットフォ

ームへの参加 

 

通年  多様な悩みを持つ方々の支

援と孤独・孤立を予防する地

域づくりに向け、企業や NPO

等の支援機関の連携を促進す

るため埼玉県が設置するプラ

ットフォームに参加し、「孤

独・孤立」の視点から既存事

業等のあり方を確認します。 

併せて、孤独・孤立の問題

に対する知識を身につけ、関

心を持ってもらうための「つ

ながりサポーター養成講座」

を出前講座メニューとして提

供していきます。 

地域学校協働活動との

連携への働きかけ 

通年  コミュニティスクール構想

の中、小・中学校を中心とし

て立ち上げる「地域学校協働

活動」に、ＣＳＷが持つネッ

トワークを活用することで、

地域のプラットフォームづく

りが推進できることから、「地

域学校協働活動」とＣＳＷと

の連携について働きかけをし

ていきます。 

 

 ４．狭山市地域福祉活動計画の推進 

事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

第５期狭山市地域福祉

活動計画の推進  

通年  令和８年度からの５か年計

画である第５期狭山市地域福

祉活動計画に基づき、３つの

基本目標を中心とした重点項

目をすすめるため、地域住
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民・地域福祉活動者と共に地

域福祉の推進に努めます。 

 

①地域福祉活動推進会議の 

開催（年４回） 

※第１層協議体との合同会議

を含む 

②事業等を通じた重点項目の

推進 

 

【重点項目１】 

 これからの地域を担う人材

の育成 

【重点項目２】 

 社会福祉法人等の社会貢献

活動促進 

【重点項目３】 

 困ったときにも安心して話

せる身近なつながりづくり 

 

５．狭山市社会福祉協議会中期経営計画の推進 

事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

第２期狭山市社会福祉

協議会中期経営計画の

推進 

  

通年  令和８年度からの５か年計

画である第２期中期経営計画

に基づき、進行管理体制を整

備し、中期経営計画の計画的

な推進を図ります。 

 

６．社協活動の理解の促進及び機能強化 

事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

社協活動の理解の促進 

  

通年  本会の活動ＰＲのため、ユ

ニフォームやピンバッジ、の

ぼりを活用し、広報活動に努

めます。 

市民の皆様に即時的に有益

な情報発信をするため、本会

のホームページや Facebook、
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Instagram、YouTubeチャン

ネル等を積極的に活用しま

す。 

登録者への自動メール

配信  

通年 メール

500件/

回 

50回/年

配信  

 

 

アドレス登録のある方に対

し、イベント周知やボランテ

ィア募集など、多様な情報を

自動メール配信にてタイムリ

ーに届けます。 

登録者を増やすよう、二次

元コードの導入など仕組みの

周知をします。 

災害時の対策の充実 

 

通年  避難所等となっている指定

管理者としての施設や本会事

務所における災害時の対応方

法を検討していきます。 

クローバープロジェク

ト（生理用品の配布） 

通年 随時 生理の貧困に対応するた

め、相談窓口等で配布を行い

ます。 
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【一般事業】 

 

１．法人組織・事務局機能の強化 

２．調査研究 

３．連絡調整 

４．普及・宣伝 

５．社会福祉大会の実施 

６．財源の確保 

７．福祉教育 

８．高齢者福祉 

９．障害者福祉 

１０．児童福祉・母子（父子）福祉 

 １１．介護保険事業 

 １２．歳末たすけあい配分事業 

 １３．相談体制の強化 

 １４．人材育成 

 １５．市民への福祉出前講座 

 １６．福祉資金の貸付等 

 １７．地域福祉活動の推進 

 １８．施設の管理運営（指定管理者） 

 １９．ボランティアセンター 

 ２０．有償福祉サービスささえあい狭山 

 ２１．収益事業 
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【一般事業】 

１．法人組織・事務局機能の強化 

□ 法人運営機能の充実・強化 

事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

(1) 理事会 

  

6、7、11、

3月 

年 4回 

 

本会の中心となり、運営上

の経営方針を立てます。 

(2) 監事会 

  

5、11月 

 

年 2回 

 

 

 運営管理、事業の執行状況

及び財産の状況等について監

査を行います。 

(3) 評議員会 

 

 

6、3月 

 

年 2回 

 

 

 運営管理の重要事項及び事

業の基本方針について審議決

定を行います。 

(4) 支部長会議 

  

 

7、12、3

月 

 

年 3回 

 

 

支部社会福祉協議会に関す

る近況報告及び直面する課題

解決の方向性を検討します。 

(5) 三役会議 

 

随時 

 

 

 

直面する重要課題について

方向性を検討します。 

(6) 評議員選任・解任 

委員会  

随時  評議員の選任及び解任を行

います。 

(7) 事務局機能の強化 

  

随時  職員会議やグループウェア

を活用し、情報の共有を進め、

業務の効率化を図ります。 

(8) 事務事業評価の 

活用  

随時  経営を意識した職員を育成

するため、事務事業評価を行

い、既存事業の見直しや事業

に対する意識を高めていきま

す。 

 

  □ 委員会機能の充実 

事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

(1) ボランティアセン

ター運営委員会 

  

 

 

 

6、3月 

 

 

 

 

年 2回 

 

 

 

 

 

ボランティアセンター事業

の有効適切な運営を図ること

を目的として、現状にあった

ボランティアセンターのあり

方や人材育成についての課題

等、検討します。 
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(2) 援護資金貸付審査

委員会  

 

 

 

随時 

 

 

 

 

年 2回 

 

 

 

 

生活の安定を図るため、生

活にお困りの方からの貸付申

請に基づき、可否を審査する

とともに、必要に応じ生活困

窮者自立支援事業とも連携

し、支援します。 

(3) 手話通訳者派遣 

事業運営委員会 

 

7、2月 

 

年 2回 

 

 手話通訳者派遣事業運営を

円滑に進めることを目的と

し、情報共有、質の向上を図

ります。 

(4) ささえあい狭山 

運営委員会  

 

 

 

5、8、11、

3月 

 

 

 

年 4回 

 

 

 

 

ささえあい狭山の適切な運

営を図ることを目的として、

市民の連帯と相互扶助を促進

するとともに、会員の増強を

図ります。 

(5) さやま成年後見 

センター 

運営委員会  

 

 

6、9、12、

3月 

 

 

 

年 4回 さやま成年後見センターの

適正な運営を図り、法人後見

受任の適否や受任状況の確認

を行い、法人成年後見事業に

透明性・公正性を確保します。 

(6) 助成金交付事業 

審査委員会  

6月 年 1回 地域福祉の向上に資するこ

とを目的とした団体からの助

成金申請に対し、交付の適否

及び決定について審議し、適

正化を図ります。 

 

 □ 内部委員会機能の充実 

事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

(1) 感染症対策検討 

委員会 

8、2月 年 2回 感染症の発生を予防するた

め職員への研修・周知・発生

時の対応方法を検討し発生時

の蔓延を予防します。 

(2) 虐待防止委員会 8、2月 年 2回 児童虐待、高齢者虐待、障

害者虐待など、様々な種類の

虐待を未然に防ぎ、発生した

場合には適切に対応をしま

す。 
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(3) 身体拘束適正化 

検討委員会 

8、2月 年 2回 虐待防止のための計画を策

定し虐待防止のチェックとモ

ニタリング、虐待発生時やそ

の疑いが生じた場合，検証結

果と再発防止策の検討内容や

結果を従業者へ周知・徹底し

ます。 

 

 □ 役職員研修会の実施・充実 

事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

(1) 埼玉県社会福祉 

協議会等研修 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

随時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国社会福祉協議会や埼玉

県社会福祉協議会等が開催す

る研修に参加し、役職員の研

鑽や社会福祉を取りまく動向

の把握に努めます。 

 

（研修例） 

市町村社協常務理事・事務局

長会議及び地域福祉推進担当

課長会議 

市町村社協会計研修 

生活福祉資金貸付担当者研修 

日常生活自立支援事業専門員

研修会 

成年後見活用講座 

法人後見実施社協等連絡会議 

生活支援コーディネーター現 

任研修 

生活困窮者支援に関する研修 

(2) 職員提案制度 

  

 

随時 

 

 

 

 

 

 

 

職員から創意、工夫、考案

の提案を広く求め、職員の士

気の高揚を図り、事務改善及

び能率向上に寄与するために

職員提案制度を実施します。 

(3) 職員内部研修 年 3回 

以上 

1回 20名

の参加 

 本会職員としての資質、知

識の向上を図ります。 
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 □ 人事考課制度等の実施 

事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

(1) 任用委員会  

 

 

 

随時 

 

 

 

 

 

 

 

職員の採用や昇任における

公平性を確保するため、採用

試験委員会及び昇任選考委員

会を開催します。 

(2) 人事考課  

 

6、12月 年 2回 

 

人事の公平性を確保するた

め、人事考課を行います。 

(3) 職員の 

自己申告制度  

12月 

 

年 1回 

 

 

 

自己申告に基づき、必要な

ヒヤリングを実施し、職員の

職務状況等を把握し、適切な

組織運営を図ります。 

 

 

 ２．調査研究 

事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

(1) 遺贈寄付に関する

調査研究  

  

 通年  地域で暮らした方が、人生

最後に地域のためにお金を

使う遺贈寄付について、先進

地社協への視察や近隣市社

協との情報交換などを通じ

て、研究を行います。 

 

 

３．連絡調整 

  □ 関係機関との連携の充実・強化 

事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

(1) 民生委員・児童 

委員との連携  

 

 

 

通年 

 

 

 

 

 狭山市民生委員・児童委員

協議会に積極的に協力する

とともに、地域福祉推進の主

体として、協働、連携して地

域の福祉活動やネットワー

クづくりに取り組みます。 

(2) 行政・自治会等 

との連携  

 

通年  行政や自治会と協働、連携

して、地域の福祉活動やネッ

トワークづくりに取り組み
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 ます。 

(3) 狭山市介護保険 

サービス事業者協

議会への参加  

 

 

 

通年  狭山市介護保険サービス

事業者協議会に参加し、介護

保険関連情報の把握や介護

保険事業の円滑な運営を行

うとともに、協議会が企画す

る研修にも積極的に参加し、

介護サービスの質の向上に

努めます。 

(4) 狭山市自立支援 

  協議会への参加 

  

 

通年 実務者会議 

年 12回 

部会活動 

随時 

狭山市自立支援協議会に

参加し、関係機関と連携を図

り、地域の障害者福祉を推進

します。 

(5) 子育て支援ネッ 

トワークへの参加 

  

 

 

通年 全体会 

年 3回 

交流イベン

ト・パネル

展参加 

子育て支援

情報誌掲載 

・情報交換

会参加 

さやま子育て支援ネット

ワークに参加し、子育て支援

関連情報や団体の活動状況

を把握し、子育て支援の質の

向上に努めます。 

(6) 日常生活圏域 

会議・地域ケア 

会議への参加 

  

通年 8圏域 地域包括支援センターが

主催する日常生活圏域会

議・地域ケア会議へ参加し、

地域での情報共有、地域課題

の把握に努めます。 

(7) 社会福祉法人の地

域公益活動に対す

る調査  

通年 1回 市内の社会福祉法人を対

象にした地域における公益

的な取り組みについての現

状や取り組みの意向につい

ての調査を行い、社会福祉法

人同士の連携のあり方につ

いての模索をします。 
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４．普及・宣伝 

□ 福祉情報の提供・啓発活動の推進 

事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

(1) 社協だより 

「ふれあい」 

の発行  

 

4、7、10、 

2月 

年 4回 

全戸配布 

 

本会の広報紙として、市

民・市内各施設・関係団体に

対して事業の紹介や活動の

周知に努めます。 

また、今後の「ふれあい」

の発行について、市の広報誌

と協働し、周知に努めます。 

(2) ホームページ 

の運営  

 

通年 

 

 

月 4回 

更新、 

アクセス 

月7,000件 

ホームページを通して、市

民が円滑に福祉サービスを

利用できるように最新情報

の提供に努めます。 

Facebookや Instagram、

YouTubeとの連携を図りま

す。 

(3) 社協ガイドブック 

配布  

 

6月 

通年 

 

1,000部 

作成配布 

社協ガイドブックを配布

し、事業の紹介や活動の周知

に努めます。 

(4) サロンマップ 

の更新、配布 

  

 

随時 

 

 

 

 サロンマップを地域や関

係機関へ配布し、サロンの持

つ役割や地域のサロン情報

について周知に努めます。 

活動内容等の変更があっ

た際は随時更新します。 

(5) YouTube チャンネ

ル等の活用による

情報提供の充実  

随時 

 

 

 

 

 

 

 

広く市民に福祉情報を提

供するために YouTube チャ

ンネル等による情報提供を

します。 

(6) Facebookによる情

報提供  

随時 週 1回更

新 

拡散機能のある Facebook

を活用し、広く事業や活動の

情報提供を行います。 

(7) Instagram による

情報提供 

随時 週 1回更

新 

アカウントをFacebookと

連携させ、自動投稿で情報提

供を行います。 
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(8) ボランティア通信

の発行  

 

5、8、12、

3月 

 

年 4回 

1回1,500

部発行 

ボランティア活動等の情

報提供及び活動報告を行い

ます。 

(9) ささえあいだより

の発行  

5、10、1、

2月 

年 4回 

1回 200

部発行 

会員等に対し「ささえあ

い」活動の情報提供及び活動

報告を行います。 

(10) ふぁみさぽだよ

りの発行  

 

4、8、12

月 

 

年 3回 

1回1,100

部発行 

会員や子育て関連施設等

に対し「ふぁみさぽ」活動の

情報提供及び活動報告を行

います。 

(11) 手話通訳者派遣事

務所だより 

「手輪」の発行  

4、7、10、

1月 

年 4回 

1回1,000

部発行 

手話通訳者派遣事務所の

活動の情報提供及び活動報

告を行います。 

 

 

５．社会福祉大会の実施 

事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

狭山市社会福祉協議会 

第４７回社会福祉大会 

 

2～3月 市民会館 

小ホール 

来場者 

300名 

社会福祉の発展に功績の

あった個人、団体を顕彰す

るとともに、市内の社会福

祉関係者等が一堂に集い、

相互の連携を深め、福祉活

動の更なる普及と充実を図

ることを目的に実施しま

す。 

 

 

６．財源の確保 

  □ 会員会費の拡充  

事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

(1) 一般会員の加入 

促進  

 

 

 

6～8月 

 

 

 

 

会費総額 

7,000,000 

円 

自治会の協力を得て、１

口５００円の一般会員等の

募集を行い、事業財源の確

保と市民サービスの充実を

目指します。また、自治会

空白域へのポスティングを
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行うなど、会員の加入促進

に努めます。 

(2) 賛助会員・特別会員 

の加入促進  

 

 

 

 

6～8月 

 

 

 

 

 

企業や篤志家等に対し、

郵便振替、口座振り込みで

の協力依頼のほか、役職員

が市内工業会等、全市的な

協力依頼を行い、新たな事

業財源の確保に努めます。 

(3) 事務局窓口及び 

社協事業等での 

加入促進  

通年 本会が管理運営する社会

福祉会館、狭山市駅東口事

務所や老人福祉センター等

の窓口で一般会員等の募集

を行うとともに、自主事業

を実施する際にも募集を行

うことで、より一層の事業

財源の確保と市民サービス

の充実を目指します。 

 

  □ 社会福祉活動基金の造成と運用 

事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

社会福祉活動基金の 

造成と運用  

 

通年 

 

 社会福祉活動基金を造成

し、国債等で運用を図ること

で、その運用益を小地域福祉

活動等の推進に活用します。 

 

□ 埼玉県共同募金会狭山市支会への協力 

事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

(1) 戸別募金への協力 

  

 

 

9～12月 

 

 

 

赤い羽根

共同募金 

10,187,000

円 

地域歳末

たすけあ

い募金 

3,996,000円 

共同募金の配分金は、事 

業の有効な財源となるため、

自治会等の協力のもと戸別

募金へ協力します。 

(2) 法人募金への協力 

  

 

9～12月 

 

企業等に対し、郵送で協力

を依頼するほか、役職員の訪

問活動により、法人募金へ協

力します。 



- 17 - 

 

(3) その他募金への 

協力  

9～12月 

 

職域募金及び街頭募金、学

校募金、個人募金のほか、地

域歳末たすけあい募金へ協

力します。 

(4)災害義援金への協力 随時   埼玉県共同募金会からの

依頼に基づき、募金箱の設置

や職員有志による街頭募金

等により、災害義援金へ協力

します。 

 

  □ 事業財源の募集 

事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

(1) スポンサーの募集 

  

 

 

 

随時 

 

 

 

 

年 2社 

 

 

スポンサーとなる可能性

のある企業等を把握し、広報

紙、社協ウェブサイトバナー

等での広告料を募るなど新

たな財源の確保に努めます。 

(2) 福祉事業助成金等 

  の活用  

 

随時  民間福祉事業助成金等の

情報を把握し、新たな財源を

確保し福祉事業に使用しま

す。 

 

 

７．福祉教育 

□ 福祉教育の充実・強化 

事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

(1) 福祉教育 

サポーター養成 

講座（対象：ボラン

ティア、教員） 

 

年 1回 

以上 

 

 

 

10名の 

養成 

 

 

学校等で福祉体験学習を

指導する、または推進するボ

ランティアを養成する講座

を開催します。教育委員会と

も協議を行い、教員の参加も

促し、情報共有を図り、安心

安全で有意義な福祉教育を

行います。 

(2) 福祉教育の推進 

（対象：小、中、 

通年 

 

年間 25

件 35メ

市内の小・中・高等学校に

出向き、地域の方々と協力し
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高校生、一般企業

等）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニュー 

2,500名

の体験学

習の実施 

 

て児童・生徒に対する福祉体

験の指導や、まちの福祉につ

いて考える講義等を通して

福祉教育を推進します。ま

た、当事者講話の他、あいサ

ポート事業と連動し児童・生

徒に対し地域共生社会に向

けた障害理解の推進を行い

ます。同様に、市内の企業や

団体に対しても、福祉教育の

推進を図ります。 

 学校のニーズを聞き取り、

体験で終わらない福祉教育

を目指します。 

(3) 福祉教育メニュー

の見直し  

通年 

 

 地域の状況も変化する中

で、現状の地域課題、学校の

要望等を分析し、メニューの

改善や新規開拓につなげま

す。職員が積極的に外部の研

修に参加し、見分を広げま

す。 

 

 

８．高齢者福祉 

  □ 自主事業の充実・強化 

事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

(1) 福祉機器等の 

貸出し  

 

 

随時 年 70件 本会会員の介護保険認定

者以外で、福祉機器等（車椅

子、歩行器等）の必要な方へ

原則３か月を期限に貸出し

を行います。 

(2) 介護用おむつ類の

受け入れと活用  

 

 

随時 年 150件 家庭で不要となった介護

用の紙おむつやリハビリパ

ンツ、尿取りパッド等を受入

れ、本会会員で必要としてい

る方への支援として活用し

ます。 
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９．障害者福祉 

  □ 自主事業の充実・強化 

事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

(1) 障害者団体等への 

助成 

 

 

 

6月 

 

 

 

 

8団体 

 

 

当事者同士の交流や福祉

活動の促進を目的に、障害者

団体等の活動や事業に対し、

助成を行います。なお、情報

提供等には十分に配慮して

実施します。 

また、団体助成のあり方を

見直します。 

(2) 居宅介護事業 

  

 

 

 

 

通年 

 

 

 

 

 

利用者 

27名 

サービス 

提供時間 

月 150時

間 

障害者総合支援法の指定

居宅サービス事業所として、

契約者宅に身体介護や家事

援助を行うためのホームヘ

ルパーを派遣します。また、

視覚障害者等の外出支援を

行います。 

 

  □ 市委託事業の実施 

事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

(1) 手話通訳者派遣 

事業  

 

 

通年 

 

 

 

年 600件 

 

 

手話通訳や手話通訳者派

遣のコーディネート、登録手

話通訳者の研修等を行いま

す。 

(2) ハンディキャブの 

運行・貸出  

通年 運行事業 

年 1,500

件 

貸出事業 

年 80件 

障がいの程度が重く、車椅

子を使用している方、また

は、歩行することが困難な方

が積極的に社会参加できる

よう、移送サービス等を行い

ます。 

 

 

１０．児童福祉・母子（父子）福祉 

  □ 自主事業の充実・強化 
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事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

(1)子ども食堂への支援  

①子ども食堂への助成 

  

通年 5～7団

体 

地域での子育てを推進す

るため、子ども食堂を実施す

る団体への食糧費など運営

にかかる経費の一部を助成

します。 

②子ども食堂マップの

作成、配布  

通年  子ども食堂の普及を目指

して、市内の子ども食堂の情

報収集をし、子ども食堂マッ

プを作成、配布します。 

③子ども食堂のネット

ワークとの連携  

通年  子ども食堂運営者のネッ

トワークと連携し、情報の共

有を図ります。 

④子ども食堂に関する

運営相談  

通年  子ども食堂の運営を計画

または実施している団体か

らの各種相談を受け付け、協

力が得られそうな地域の団

体等の紹介や調整を行うな

どのサポートをします。 

（2）ジェイテクト子ど

も食堂等応援助成金の

運営 

 

通年 10団体 大口寄付の企業名を冠し

た助成金を運用することで、

子どもの居場所づくりを推

進します。 

 

  □ 市委託事業の実施 

事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

(1) ファミリー・ 

サポート・センター

の運営  

  

 

病児・病後児預かり 

（新登録可）  

 

 

 

通年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員数 

1,200名 

活動件数 

3,000件 

研修会 

9項目 24

時間 
会員交流

会 3回 

 

子育ての手助けが必要な

方（預ける会員）と子育ての

手助けができる方（預かる会

員）が会員となり、お子さん

の送り届けやお迎え、お預か

りなど仕事と育児の両立を

支援し、安心して働くことが

できる環境づくりに取り組

みます。 

また、病児・病後児の預か
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りを行います。 

併せて、預かる会員が援助

を行うために、適切な知識を

深めるための研修会を開催

します。 

(2) 産前・産後ヘルパー 

派遣事業  

  

 

 

 

通年 

 

 

 

 

 

派遣申し

込み登録

者数 

20名 

派遣件数

100件 

研修会 

年 1回 

妊娠中の方や産後の方が、

家庭で安心して生活できる

ように産前・産後ヘルパーが

家庭を訪問し必要な家事や

育児のお手伝いや相談を行

います。 

また、提供者が円滑に活動

できるように研修会を開催

します。 

(3) 子育て世帯訪問支

援事業 

  

通年 必要時 市からの要請で養育支援

及び子育て世帯への訪問支

援が必要であると判断され

た家庭に対し、ヘルパーを派

遣し、育児、家事援助を行い

ます。 

 

 

１１．介護保険事業 

  □ 介護保険事業所の運営 

事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

(1) 訪問介護事業 

  

 

 

通年 

 

 

 

利用人数 

月 27名 

サービス

提供時間 

月 150 時

間 

介護保険制度の指定居宅

サービス事業所として、身体

介護や家事援助を行うため

訪問介護員を派遣します。 

 

 

 □ 市委託事業の実施 

事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

(1) 狭山台地域包括支

援センターの運営 

  

通年 

 

 

相談件数 

400 件／

月 

増加する相談に対し、専門

性を活かして丁寧に対応し

ます。 
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介護予防

ケアプラ

ン件数 

125 件／

月 

介護予防

教室 

47回/年 

圏域会議 

4回／年 

家族介護

者交流会

2回／年 

（地域ケ

ア会議 12

回、百歳

体操サポ

ーター養

成 7 回、

オレンジ

カフェ 3

回、チー

ムオレン

ジ会議 6

回、ファ

イブコグ

講座 2回） 

 

1. 高齢者や地域住民の介

護・福祉に関する総合相談に

応じ、必要な支援や制度につ

なぎます。 

2. 要支援者等への介護予防

ケアマネジメントを行い、ケ

アマネ支援や関係機関との

連携を通じて地域づくりを

進めます。 

3. 介護者支援として、介護

者同士が近場でつながる機

会を提供し、孤立を防ぎま

す。 

4. 介護予防講座などを通じ

て「お互いさま」の意識を育

み、地域のつながりを強化し

ます。 

5. 第 2 層協議体との連携や

地域行事への協力を通じて、

地域資源との関係を深めま

す。 

6. インターネットを活用

し、包括の取り組みを発信す

ることで、地域との関係づく

り（顔の見える関係の入り口

としての活用）、遠方家族へ

の周知、採用広報に役立てま

す。 

(2) 水富地域包括支援

センターの運営 

  

通年 

 

 

相談件数 

450件／

月 

介護予防

ケアプラ

ン件数 

90件／月 

地域ケア

地域の高齢者やその家族

に対する総合的な支援を行

います。 

相談支援: 高齢者や家族

からの様々な相談に応じ、必

要なサービスにつなぎます。 

ケアプラン作成: 要介護

認定を受けた高齢者に対し
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会議 

12回／年 

介護予防

教室 

2回/年 

圏域会議 

4回／年 

認知症サ

ポーター

養成講座 

年 2回 

家族介護

者交流会

2回／年 

て、個々の状況に合わせたケ

アプランを作成し、サービス

を提供します。 

地域包括ケアシステムの

構築: 地域の医療機関、介護

施設、福祉サービス事業者な

どとの連携を強化し、地域包

括ケアシステムの構築を推

進します。 

地域住民への啓発: 介護

保険制度や地域で提供され

ているサービスに関する情

報を住民に分かりやすく伝

ええます。 

 

 

１２．歳末たすけあい配分事業 

□ 歳末たすけあい配分事業の充実・強化 

 事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

歳末たすけあい支援金

（高校進学支援金給

付）事業 

 

 

2～3月 25件 生活困窮世帯の子どもに

対し、高校等への進学にあた

っての支度金を給付するこ

とで、生活困窮世帯の子ども

の教育に対する負の連鎖を

緩和し、子どもの学習意欲を

向上させることで、将来的な

生活困窮状態からの脱却を

図ります。 

 

 

１３．相談体制の強化 

  □ 定期相談の継続・専門相談の充実 

事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 
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(1) 弁護士による心配 

ごと相談事業 

  

 

月 1回 

(予約制) 

 

 

1回 4件 

の実施 

 

社会福祉会館において、住

民のかかえる生活上の悩み

ごと、困りごとの解決に取り

組むため、弁護士による法律

関係の相談を行います。 

(2) 健康相談事業 

  

 

 

通年 

 

 

 

各館週 1

回の実施 

 

 

老人福祉センター３館に

おいて、各館の実情により、

看護師による高齢者を対象

とした健康相談を行います。 

(3) 相談支援体制の 

充実  

随時  社会福祉会館、狭山市駅東

口事務所、老人福祉センター

等において福祉、介護などの

相談に応じ、必要に応じて適

切な専門機関を紹介し、問題

解決に必要なサービスにつ

なげるための助言・援助を行

います。 

 

□  権利擁護事業（福祉サービス利用援助事業、法人成年後見事業） 

の実施 

事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

(1) 福祉サービス利用

援助事業 

（県社協委託事業） 

 

通年 年間契約 

件数 25件 

相談件数 

1,300件 

 判断能力に不安のある方を

対象に福祉サービスの利用援

助や日常の金銭管理サービス

を行うことにより、地域で安

心して生活を送ることができ

るよう支援します。 

(2) 法人成年後見事業 

 

通年 年間受任 

件数 5件 

 

地域におけるセーフティネ

ットの一環として、本会が法

人として成年後見人等にな

り、判断能力の不十分な方を

支援します。（法人後見の受

任） 

(3) 権利擁護法律相談 

（市委託事業）  

月 1回 

(予約制) 

1回 4件の

実施 

成年後見制度や虐待・権利

侵害等に対する法律相談を実

施します。 
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(4) 中核機関の運営  

（市委託事業） 

通年 相談 

300件 

講演会 

1回 

研修会 

4回 

交流会 

6回 

協議会 

2回 

成年後見制度の利用促進の

ための中核機関として「さや

ま成年後見センター」を位置

づけ、①普及啓発、②相談、

③後見人支援を行い、判断能

力の有無に関わらない地域づ

くりを推進します。 

成年後見制度の利用につな

がる福祉関係者へ研修を行う

など、制度利用の検討が必要

な方がいた場合に相談へつな

がりやすくなる環境の整備に

努めます。専門職後見人や親

族後見人に対する後見人同士

の交流などの支援体制づくり

に努めます。 

また、権利擁護支援を通じ

た地域づくりを推進するため

の協議会を狭山市と協力し運

営していきます。 

 

□ 生活困窮者自立支援事業等の生活困難者への総合相談の実施  

事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

(1) 生活困窮者自立支

援事業の受託 

（市委託事業）  

通年 初 回 相

談400件 

累 計 相

談 5,000

件 

プ ラ ン

策 定 件

数200件 

市内 15

か 所 へ

パ ン フ

レ ッ ト

を設置 

平成２７年度から福祉事務

所を設置する自治体での必須

事業として実施されている

「生活困窮者自立支援事業」

の受託をし、窓口名称を「く

らし・しごと相談支援センタ

ーさやま」として、①自立相

談支援事業、②家計改善支援

事業、③就労準備支援事業を

行います。 

また、生活困窮者支援を通

じた地域づくりを進めるた

め、地域でのパンフレットの

配布や、事業説明等を行うこ
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とで、秘かに悩む生活困窮者

は身近に存在し、支援を求め

ていることを理解していただ

けるよう努めます。 

更に、生活困窮者の就労先

の確保や、社会復帰には企

業・事業所での訓練等による

協力や理解が何より必要であ

ることを知っていただくた

め、企業・事業所にもパンフ

レットの配布や、要望に応じ

て事業説明等を行うことで普

及啓発に努めます。 

(2) 住居確保給付金の 

受付 

  

通年  狭山市から受託している生

活困窮者自立支援事業につい

て、家賃支援と就労支援を行

う住居確保給付金の受付を行

います。 

なお、住居確保給付金の受

付を行うにあたり、狭山市や

ハローワークとの連携をし、

コロナ禍での生活困窮者の生

活再建を支援します。 

(3) 狭山市緊急自立 

支援給付事業 

通年 年間 20

件 

生活困窮者の伴走支援をす

るにあたり、生活再建の第一

歩として緊急を要する際に、

つなぎ資金の給付を行いま

す。 

(4) 就労支援セミナー 

・合同就職面接会 

事業 

 

 

 年１回 働きたい人と人材確保をし

たい企業との出会いの場とな

る事業を企画。また、企業で

戦力となって働いている方々

からのメッセージを伝える機

会となるセミナーを開催しま

す。 

(5) 無料職業紹介所の

運営  

通年  生活困窮者自立支援事業の

中での就労支援を強化するた
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 め、無料職業紹介所を運営し

ます。求職登録者や求人登録

企業が増えるよう宣伝をして

いきます。 

(6) 彩の国あんしん 

セーフティネット

事業への協力  

通年 60件 

連絡会議 

年 2回 

平成２６年度から始まった

埼玉県内の社会福祉法人が行

う社会貢献活動である、「彩の

国あんしんセーフティネット

事業」への協力をしていくた

め、埼玉県社会貢献基金への

拠出をするとともに、生活困

窮世帯への支援をしていく社

会福祉施設と連携を図りま

す。 

(7) 生活支援物資の受

け入れと活用  

通年 活用件数 

300件 

 

防災用の食品・缶詰・レト

ルト食品・カップ麺や、未使

用のテレホンカード、切手な

ど、家庭等に眠る生活支援物

資の寄付を募り、生活困窮者

支援として活用します。 

(8) 通信手段がない方

へのＬＩＮＥを利

用した新たな通信

手段の提供  

 

通年   生活困窮者で通信料が支払

えずに連絡手段が無い方へ、

無料コミュニケーションツー

ルＬＩＮＥを利用できるよう

に専用アドレスを設けていま

す。通信手段を確保するまで

の間、連絡を絶たない様に、

情報提供をしています。 

(9) フードバンク・フー

ドパントリー等と

の連携  

通年  生活困窮者支援の一環とし

て有効な社会資源であるフー

ドバンク等と連携をすること

で、実効性のある生活困窮者

支援を行います。 

また、団体育成のため、フ

ードバンクやフードパントリ

ー等への支援を推進するとと

もに、各団体との連携を図り
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ます。 

(10) 生活福祉資金や福

祉サービス利用援

助事業等との連携 

  

通年  本会の既存事業である生活

福祉資金や福祉サービス利用

援助事業等と連携をすること

で、実効性のある生活困窮者

支援を行います。 

(11) トータルサポート

室・生活保護担当部

署等との連携強化  

通年  生活困窮者自立支援事業の

相談窓口を市役所内にも設置

することで、市役所内で生活

困窮者に関わりのある部署と

の連携強化を図ります。 

 

 

１４．人材育成 

  □ 人材育成の充実・強化 

事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

(1) 手話講習会 

（市委託事業） 

 

通年 

 

講習会受

講者 

25名 

手話通訳者養成講習会に

繋げるための手話講習会と

手話通訳者を養成するため

の手話通訳者養成講習会を

行います。受講者の確保のた

めに広報活動、情報発信を広

く行います。 

【開講予定コース】 

・手話講習会（入門・基礎） 

・手話通訳者養成講習会 

（通訳Ⅱ、Ⅲ） 

(2) あいサポーター養

成講座（市委託事業） 

①あいサポーター研修

の実施  

 

 

 

 

通年 

 

 

15回 

住民が、障がいの多様な特

性を理解し地域共生社会の

実現を目的として、障がいや

障がい者への理解を促進す

るための講座の開催を行い

ます。 

②メッセンジャー研修

の実施  

通年 2回 あいサポーター研修の講

師となる者を養成するため

の講座を開催します。 
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③あいサポーターキッ

ズ研修の普及  

通年 5回 あいサポーター研修を小

学生にもわかりやすく工夫

し、福祉教育事業と連動し地

域に広げます。また、状況に

合わせてオンラインで開催

を行います。 

④あいサポート企業・

団体の認定の推進 

  

通年 5団体 あいサポーター研修を受

講した企業や団体を認定し、

地域に貢献団体を増やしま

す。 

⑤あいサポートステッ

プアップ講座の実施 

  

通年 2回 あいサポーター研修の受

講修了者に対し、あいサポー

ターとしての意識の向上や

ステップアップを目的とし

た講座を開催します。 

(3) 社会福祉実習、職場 

体験学習等の受け

入れ  

 

 

随時 

 

 

 

 

受入れ人

数 

30名 

 

 

社会福祉士や介護福祉士、

看護師養成のための実習及

びインターンシップ、福祉職

場見学希望者等を受け入れ、

福祉人材の育成を行います。 

 

 

１５．市民への福祉出前講座 

□ 福祉出前講座の充実・強化 

事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

福祉出前講座  随時 

 

年 6回 

100名 

地域福祉活動の浸透を図

るため、市民からの要望に応

え、地域福祉活動に関する出

前講座を実施します。 

（講座例） 

・社会福祉協議会について 

・成年後見制度やあんしんサ

ポートねっとについて 

・住民参加型有償福祉サービ

スやボランティア活動、ふれ

あいサロンについて 

・小地域福祉活動について 
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・コミュニティコーピング体

験会 

・「認知症世界の歩き方」実

践ワークショップ 

・つながりサポーター養成講

座 

・生活困窮者自立支援事業に

ついて など 

 

 

１６．福祉資金の貸付等 

□ 資金の相談及び貸付の充実・強化 

 事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

(1) 援護資金  

 

 

 

 

 

通年 

 

 

 

 

 

貸付件数 

80件 

相談件数 

300件 

※相談件

数には生

活援護資

金を含

む。 

低所得世帯で臨時的出費

や収入減少、不慮の事故、災

害その他の理由で生計困難、

不安な世帯に対し、貸付を行

うことで経済的自立を助長

し、生活の安定を図ります。 

なお、生活保護申請中また

は受給中の世帯からの償還

については代理納付を基本

とし償還困難にならないよ

うに生活保護ワーカーと連

携します。 

(2) 生活援護資金  

 

 

 

通年 

 

 

 

貸付件数 

100件 

 

 

生活困窮者自立支援事業

と連携を図りつつ、市内の生

活困窮者に対して、短期間の

繋ぎ資金として貸付を行い

ます。 

(3) 福祉資金の 

貸付取扱い 

（県社協委託事業） 

  

 

通年 

 

 

 

貸付件数 

35件 

相談件数 

400件 

 

※上記件

生活困窮者自立支援事業

と連携を図りつつ、低所得世

帯や障害者世帯、高齢者世帯

に対し、経済的自立及び生活

意欲の助長促進のため、福祉

資金の貸付を行います。 
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(4) 総合支援資金の 

貸付取扱い 

(県社協委託事業) 

 

通年 

 

 

数は、 

(3)福祉資

金 

(4)総合支

援資金 

(5)教育支

援資金 

(6)不動産

担保型生

活資金 

(7)埼玉県

障害者福

祉資金 

(8)臨時特

例つなぎ

資金も含

みます。 

生活困窮者自立支援事業

と連携を図りつつ、自立が見

込まれる失業者に対し、生活

再建までの間に必要な生活

費等の貸付を行います。 

(5) 教育支援資金の 

貸付取扱い 

(県社協委託事業) 

  

 

通年 

 

 

 

 

低所得者に対し、高等学

校、大学または高等専門学校

に就学するのに必要な経費

や、入学に際し必要な経費の

貸付を行います。 

(6) 不動産担保型生活 

資金の貸付取扱い

(県社協委託事業) 

 

通年 

 

 

 

低所得または要保護の高

齢者世帯に対し、一定の居住

用不動産を担保として生活

費の貸付を行います。 

(7) 埼玉県障害者福祉 

資金の貸付取扱い

（県社協委託事業） 

  

通年 

 

 

 

社会福祉法人、NPO、任

意団体が、新規に障害者福祉

施設を開設する経費及び既

存の障害者福祉施設を整備

する経費の貸付を行います。 

(8) 臨時特例つなぎ 

資金の貸付取扱い 

（県社協委託事業） 

 

通年 住居のない離職者に対し、

公的給付制度または公的貸

付制度の申請から決定まで

の間に必要な生活費の貸付

を行います。 

 

  □ 生活福祉資金（特例貸付）へのフォローアップ 

 事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

（1）生活福祉資金（特

例貸付）等の借受人へ

の償還支援 

通年  埼玉県社会福祉協議会から

受託している生活福祉資金に

ついて、特例貸付（緊急小口

資金・総合支援資金初回・延

長・再貸付）の償還について

の問い合わせや、償還の困難

な世帯の相談を受け償還猶予

申請の手続き等を援助し、生

活困窮者自立支援事業におけ
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る自立相談支援機関と連携を

とり、生活困窮者の生活再建

を支援します。 

（2）生活福祉資金（特

例貸付）等の借受人へ

の相談支援  

通年  埼玉県社会福祉協議会から

受託している生活福祉資金に

ついて、特例貸付の償還猶予

延長申請者と個別面談を実施

します。償還免除の支援や、

償還困難者に対しては、多重

債務窓口を案内するなどし、

円滑な債務整理の相談につな

げます。埼玉県社会福祉協議

会と連携し情報共有を図りま

す。 

また、特例貸付を受けた

方々に対して、生活困窮者自

立支援事業における自立相談

支援機関と連携し、コロナ後

の生活困窮者の生活再建への

相談支援を行い、適切な支援

につなげていきます。 

借受人で未応答者には郵

送、架電、訪問などのアウト

リーチによるプッシュ型支援

を行います。償還困難者には

償還免除や償還猶予の申請を

促します。状況によっては自

立支援機関などの相談支援に

繋げます。 

 

□ 緊急援護の充実・強化 

 事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

(1) 法外援護  

 

 

通年 

 

 

 

 

 

旅行困難者に対して、旅 

費交通費の一部を援護しま

す。 
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(2) 災害援護  通年  災害にあった世帯に対し、

見舞金を支給します。 

 

 

１７．地域福祉活動の推進 

  □ 小地域福祉活動の充実・強化 

事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

(1) 支部社会福祉協議 

会への活動支援 

  

 

 

 

通年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支部社会福祉協議会の活

動を支援することにより、小

地域における福祉活動(会

食、配食、友愛訪問、茶話会、

サロン、見守り活動等)の推

進を図ります。 

(2) ふれあいサロン 

推進事業  

 

 

通年 

 

 

 

 

 

研修会、

情報交換

会 

年 1回開

催、 

運営費助

成 12団体 

 

高齢者、障害者、子育て中

の親子などを対象としたふ

れあいサロンの立ち上げ支

援や、その後５年間の事業運

営経費を助成します。 

また、サロンを全市的に拡

充し、市内サロンのネットワ

ーク化を図ります。 

(3) 狭山市コミュニテ

ィサロン協議会の

運営  

 通年 定例会 

年 1 回開

催 

情報登録

の受付、

更新 

衛生講習

会 

年 1回 

 狭山市内の多機能サロン、

コミュニティカフェ等のネ

ットワーク管理と協議会の

運営を行います。 

(4) 地域わくわく事業 

  

 

 

 

 

通年 

 

 

 

 

 

8地区 

20団体 

 

地域を応援する仕組みと

して、自治会で行う地域福祉

活動に対して助成を行うこ

とで、自治会を中心とした地

域コミュニティの再構築を

図ります。 
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(5) 民生委員・児童委員

協議会への支援 

  

通年  地域福祉活動の要である

民生委員・児童委員協議会の

活動を支援し、地域福祉活動

の推進を図ります。 

(6) 地域福祉活動スタ

ートアップ助成事業 

  

7月 5団体 新たに設立された地域福

祉活動団体への立ち上げ時

の設備費用・運営費等や既存

の団体が新たな活動を始め

る際の設備費用・運営費等の

助成を行うことで、団体の基

盤強化を図り、地域福祉活動

の活性化につなげます。 

(7) ユニバーサルスポ

ーツ用具貸出 

 通年 年 60件 ユニバーサルスポーツ用

具の貸し出しを行い、ユニバ

ーサルスポーツを通して高

齢者の健康づくりや世代間

での交流、仲間づくりを促進

します。 

(8) イベント機器の貸

出 

 

通年 年 30件 地域活動を推進する団体

に対して、行事に使用でき

るイベント機器の貸し出し

を行い、団体が行う地域活

動の支援を行います。 

 

 

１８．施設の管理運営（指定管理者） 

  □ 本会運営施設の管理 

事 業  実施時期 活動指標 事業内容 

(1) 狭山市社会福祉 

会館の運営管理 

  

通年 

 

 

 地域福祉活動の拠点とし

て社会福祉会館の管理を行

います。既存の利用者に向

けたメール連絡網等での情

報発信や新規利用者への周

知を通して利用者の増員を

図ります。 

また、これからの地域福

祉を担う可能性のある学生
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を中心とした若者に社会福

祉会館の存在を知ってもら

うため、学校の長期休暇期

間や夜間等に学習スペース

としての開放をします。 

(2) 老人福祉センター 

の運営管理 

 

通年  高齢者福祉の拠点とし

て、高齢者や高齢者団体に

対し自主活動の支援や協力

を行います。また、生活や

健康などの相談に応じ各種

情報提供に努めます。 

健康寿命を延ばして自分

らしく暮らすために、介護

予防の啓発や生きがいづく

り、仲間づくりの場として

健康増進及び介護予防事業

の充実、各種教養講座の開

催、たまり場活動、レクリ

エーション活動を行いま

す。さらに高齢者にも使用

の必要性が高まっているス

マートフォンなどデジタル

活用支援を継続します。 

また、老人クラブや地域

の関係機関との連携を深

め、利用者の増員に努めま

す。 

 

 

１９．ボランティアセンター 

  □ ボランティアセンター機能の充実・強化 

事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

(1) 登録ボランティア

グループ会議  

 

4月 参加者 

17団体 

 

ボランティアグループの

実績報告、助成金申請の説明

等を行います。併せて、団体

間の情報交換の機会としま

す。 



- 36 - 

 

(2) あなたにもきっと

見つかるボランテ

ィア講座  

6月 

 

受講生 

10名 

 

ボランティア入門講座を

実施し、地域活動の担い手と

なる人材を養成します。 

(3) 世代間交流事業 

  

 

8月 

 

 

参加者 

小学生～

大学生 

10 名 

大人 

15名 

夏休みの生徒等を対象に、

老人福祉センターや地域の

拠点に集う様々な世代との

交流を図ります。 

(4) 災害ボランティア

講座  

  

 

9月 

 

 

 

受講生 

20名 

 

 災害ボランティア活動や

災害ボランティアセンター

の立ち上げ、運営に関わる講

座を行います。 

(5) 災害ボランティア 

センターの立ち上 

げ訓練  

 

 

11月 

 

 

 

 

災害ボラ

ンティア

60 名参

加での訓

練等 

災害の被害を受けた方へ

の対応や支援、災害ボランテ

ィアの受け入れを想定した

災害ボランティアセンター

の立ち上げ訓練を行います。 

なお、埼玉県社会福祉協議

会が運用するシステムを導

入し、デジタル活用をした訓

練のあり方を模索します。 

(6) 猫の終生預かり 

ボランティア養成 

講座 

年 2回 受講生 

25名 

 高齢者のための生きがい

創出と住民孤立に伴う地域

課題の解決を目的として猫

の預かりを行うボランティ

ア養成講座を行います。 

(7) 分野別ボランティ 

ア養成講座 

年 1回 受講生 

10名 

点字や朗読などの専門知

識を学び、地域活動の担い手

となる人材を養成します。 

(8) ボランティア 

交流会 

年 1回 

 

 

参加者 

30名 

 

登録個人ボランティアの

活動報告会及び情報交換を

行います。 
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(9) 地域共生のための 

仲間づくり講座 

 

年 1回 受講生 

10名 

 

 多様な世代が関心のある

学びや体験を通して、仲間づ

くりや地域の支え合い活動

に関わるきっかけとします。 

(10) 傾聴ボランティア 

養成講座  

 

 

 

5～6月 

 

 

 

 

 

受講生 

15名 

 

 

要支援者の話を聴き、心に

寄り添った支援を実践する

ため、地域住民を対象に傾聴

に関する知識や技能を学ぶ

講座を実施し、積極的に傾聴

ボランティアの養成を図り

ます。 

過去の受講生や、現在ボラ

ンティアとして活動してい

る方を対象としたスキルア

ップ講座の開催も検討しま

す。 

(11) 福祉教育サポー 

ター養成講座 

【再掲】 

9月 受講生

10名 

小中学生を対象に高齢者

や障がい者に関する福祉の

授業をするサポーターを養

成します。講座修了後も勉強

会などを行い、受講生のフォ

ローアップを行い、その後は

実際の福祉教育に同行して

もらいます。 

(12) 車いすメンテナン 

スボランティアの

活動支援 

月 1回 

延 12回 

 車いすメンテナンスボラ

ンティア講座の修了生を中

心に、社協の車いすを点検、

修繕するボランティア団体

へ、新規メンバーの募集など

の支援を行います。 

(13) 共学支援プログ 

ラム 

5～7月 参加者 

10名 

障がい者、支援籍学習を地

域で支えるボランティアの

育成を目的に狭山特別支援

学校と連携し、共学支援プロ

グラムを提供します。 

(14) ボランティア保険 

の取扱い  

通年 

 

活動保険 

2,000件 

ボランティア活動におけ

る事故やケガなどを補償す
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行事用保

険など 

200件 

るためのボランティア保険

を取扱います。 

(15) 彩の国ボランティ

ア体験プログラム

の開催  

 

7～2月 

 

 

 

延 60メニ

ュー 

参加者 

延 100名 

ボランティア活動プログ

ラムを提供し、ボランティア

活動へ取り組む機会を提供

します。 

需給調整等で使用するシ

ステムを導入し、業務の効率

化を図ります。 

(16) 地区ボランティア 

   センターの設置 

支援  

月 1回～ 

 

 

年 60件

の相談 

 

集会所等でボランティア

の発掘やニーズの調整等の

仕組みづくりを進めます。 

(17) ボランティア活動

の需給調整等  

年間 調整件数 

年間延べ 

500件 

活動者数 

延べ 

1,000名 

ボランティア活動の紹介、

活動依頼、相談等を行いま

す。 

需給調整等で使用するシ

ステムの改良を行い、調整機

能の強化を図ります。 

 

 

２０．有償福祉サービスささえあい狭山 

  □ 有償福祉サービスささえあい狭山の充実・強化  

事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

(1) 有償福祉サービス

ささえあい狭山の

運営  

 

通年 

 

 

 

会員数 

250名 

活動時間 

月 300時

間 

稼働人員

月 50名 

活動件数 

月 300件 

 利用者の細かなニーズに

対応した各種サービスの提

供を市民活動の一環として

行います。 

 また、地域の有償福祉サー

ビス団体の実情を鑑み、ささ

えあい狭山の運営も検討し

てまいります。 

(2) 有償福祉サービス 

の需給調整等  

通年 

 

利用者、提供者の実情に 

応じた適切な需給調整を行い

ます。 
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(3) 研修会・説明会等の 

開催  

 

 

 

随時 

 

 

 

 

 

研修会 

随時 

説明会 

随時 

運転講習

会 

随時 

研修会・説明会を随時行

い、より良いサービス提供の

推進に努めます。 

 

 

 

２１．収益事業 

□ 収益事業の実施  

事 業  実施時期 活動指標 事 業 内 容 

(1) 飲料水等販売 

  

 

年間 

 

 

100,000

円 

 

サンパーク奥富、教育セン

ターに自動販売機を設置し、

飲料水等の販売を行います。 

また、新規の設置に向けて

検討を進めます。 

(2) 切手及び収入印紙

の販売  

年間 200,000

円 

 

社会福祉会館で個人及び

市役所、会社等へ切手等の販

売を行います。 

 


